
今
月
の

「
ふ
れ
あ
い
・
子
育
て
サ
ロ
ン
」

親
子
一
緒
の
サ
ロ
ン

日
　
時　

11
月
12
日（
月
）

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

各
自
必
要
な
も
の

費
　
用　

１
０
０
円

託
児
サ
ロ
ン

日
　
時　

11
月
19
日（
月
）

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

お
気
に
入
り
の
お
も
ち
ゃ
、

お
や
つ
、
飲
み
物
、
着
替
え
、
靴

費
　
用　

１
０
０
円

申
込
・
問
合
先　

市
社
会
福
祉
協
議
会

☎（
46
）５
１
１
５

よ
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ひ
び
き
の
会
」の
読
み
聞
か
せ

日
　
時　

11
月
10
日（
土
）14
時
～

場
　
所
　
臨
時
図
書
室（
ふ
る
さ
と
会
館
）

内
　
容　

み
ん
な
が
選
ん
だ
絵
本
や
紙

芝
居
を
読
み
ま
す
。

こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
の

「
こ
ぐ
ま
の
ち
い
さ
な
お
は
な
し
会
」

日
　
時　

11
月
16
日（
金
）10
時
30
分
～

場
　
所　

エ
コ
ハ
ウ
ス（
市
役
所
西
）

内
　
容　

乳
児
か
ら
未
就
園
児
の
親

子
を
対
象
に
読
み
聞
か
せ

や
手
遊
び
を
し
ま
す
。

こ
ぶ
た
の
会
の

「
ワ
ク
ワ
ク
」お
は
な
し
会

※
今
月
は
、
お
や
す
み
で
す
。

来
月（
12
月
）は
、
臨
時
図
書
室（
ふ
る

さ
と
会
館
）を
予
定
し
て
い
ま
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
イ
ベ
ン
ト
を
し
ま
す
。
お

た
の
し
み
に
！

ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
＆
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
ほ

か
、
製
作
や
お
う
た
あ
そ
び
、
あ
か

ち
ゃ
ん
の
お
話
な
ど
行
い
ま
す
。

日
　
時　

11
月
16
日（
金
）、
26
日（
月
）

　
　
　
　

10
時
30
分
～

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
2
階

対
　
象　

３
カ
月
～
1
歳（
要
申
込
み
）

参
加
費　

５
０
０
円

持
ち
物　

バ
ス
タ
オ
ル
、
飲
み
物

申
込
・
問
合
先

☎
０
９
０（
７
７
１
０
）２
３
８
９

　

サ
ー
ク
ル
バ
ン
ビ
ィ
（
友
野
）

県立桂高等学校跡地の活用方法が決定しました！
問合先：政策形成課

企画担当
　

山
梨
県
立
谷
村
工
業
高
等
学
校
と

山
梨
県
立
桂
高
等
学
校
の
統
合
再
編

に
伴
い
、
平
成
26
年
度
末
を
も
っ
て

使
用
停
止
と
な
る
桂
高
校
の
跡
地
に

つ
い
て
、
本
市
は
山
梨
県
か
ら
当
該

校
地
・
校
舎
を
取
得
し
、「
教
育
エ

リ
ア
」と
し
て
活
用
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

　

そ
の
手
法
や
手
段
に
つ
い
て
は
、

有
識
者
や
市
民
か
ら
の
意
見
を
踏
ま

え
る
中
、
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
し

て
き
た
結
果
、「
４
年
制
の
看
護
師

養
成
系
大
学
、
学
部
又
は
学
科
を
誘

致
」す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
11
月
１
日
か
ら
事
業
者
の

募
集
を
開
始
し
、
本
年
度
中
に
は
事

業
候
補
者
を
決
定
す
る
予
定
で
す
。

※
結
論
に
至
る
ま
で
の
検
討
結
果
や

誘
致
を
図
る
た
め
の
推
進
手
法
、
今

後
の
事
業
者
の
決
定
等
に
関
す
る
基

本
方
針
や
募
集
要
項
な
ど
は
市
役
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

税務課からのお知らせ

問合先：個人住民税に関すること　税務課市民税担当
所得税に関すること　大月税務署個人課税部門☎（22）3151

障害者控除対象者認定申請書に関すること　福祉課地域福祉担当☎（46）5112

所
得
税
の
生
命
保
険
料
控
除
が
改
正

に
な
り
ま
す

　

今
年
の
１
月
１
日
以
後
に
締
結
し
た
保

険
契
約
な
ど
に
係
る
保
険
料
と
、
昨
年
12

月
31
日
以
前
に
締
結
し
た
保
険
契
約
な
ど

に
係
る
保
険
料
で
は
、
生
命
保
険
料
控
除

の
取
扱
い
が
異
な
り
ま
す（
左
図
参
照
）。

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
制
度
に

つ
い
て

　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
な
ど
を
対

象
に
、
所
得
税
や
住
民
税
で
障
害
者
控

除
の
対
象
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
障
害
者
控
除
の
適
用

を
受
け
る
た
め
に
は
、
福
祉
課
へ
申
請
し

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」の
交
付

年間の支払保険料など 控除額
20,000 円以下 支払保険料等の全額
20,000 円超40,000 円以下 支払保険料等×1/2+10,000 円
40,000 円超80,000 円以下 支払保険料等×1/4+20,000 円
80,000 円超 一律40,000 円

年間の支払保険料など 控除額
25,000 円以下 支払保険料等の全額
25,000 円超50,000 円以下 支払保険料等×1/2+12,500 円
50,000 円超100,000 円以下 支払保険料等×1/4+25,000 円
100,000 円超 一律50,000 円

適用する生命保険料控除 控除額
新契約のみ適用 ①に基づき算定した控除額
旧契約のみ適用 ②に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方を適
用

①に基づき算定した控除額と
②に基づき算定した控除額の
合計額（最高40,000 円 )

①新契約（今年１月１日以後に締結した契約等）に基づく場合の控除額
　　対象保険料：新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料

②旧契約（昨年12 月31 日以前に締結した契約等）に基づく場合の控除額
　　対象保険料：旧生命保険料、旧個人年金保険料

③新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
　　対象保険料：新・旧生命保険料、新・旧個人年金保険料
　　次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

④生命保険料控除額
　①～③による各控除額の合計額が生命保険料控除額です。ただし、
12 万円が控除額の上限となります。

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

の
申
請
は
毎
年
必
要
と
な
り
ま
す
。

対
象
者

当
該
年
12
月
31
日
現
在
で
65
歳
以
上
の
方

認
定
基
準

基
準
日
は
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る

年
の
12
月
31
日
現
在
に
お
け
る
認
定
状
況

（
下
図
参
照
）

申
請
方
法

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
書
を
福

祉
課
へ
提
出
し
、
認
定
書
の
交
付
を
受
け

ま
す
。
申
請
に
は
、
申
請
者
の
方
の
印
鑑

が
必
要
で
す
。（
申
請
書
は
福
祉
課
に
あ

り
ま
す
。）

※
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の

方
は
，
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

認定区分 認定基準 認定のための資料など
障
害
者(1) 知的障害

者 ( 軽度・中
度 ) に準ずる

ア　認知症にかかわるものは、主治医などにより認知症が
　あると診断され、かつ、介護保険法による主治医意見書
　等によって「認知症高齢者の日常生活自立度」が、ランク
　Ⅱ～Ⅲに該当すると判断できる者

・障害者控除の申請にかかわる年の介護保険法による要介
護認定などにかかわる主治医意見書

・主治医などの障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

イ　その他の知的障害にかかわるものは、知的障害者の障
　害の程度の判定基準 ( 重度以外 ) と同程度の障害の程度
　である者

・特別障害者手当認定診断書
・主治医などの障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

(2) 身体障害
者(3級～6級 )
に準ずる

身体障害者の程度の等級表 (3 級～ 6 級 ) と同程度の障害の
程度である者

・主治医の障害者控除対象者判定用意見書
・身体障害者手帳にかかわる診断書・意見書
・身体障害者等級表

特
別
障
害
者

(1) 知的障害
者 ( 重度 ) に
準ずる

ア　認知症にかかわるものは、主治医などにより認知症が
　あると診断され、かつ、介護保険法による主治医意見書
　などによって「認知症高齢者の日常生活自立度」が、ラン
　クⅣ～ M に該当すると判断できる者

・障害者控除の申請にかかわる年の介護保険法による要介
護認定などにかかわる主治医意見書

・主治医などの障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

イ　その他の知的障害にかかわるものは、知的障害者の障
　害の程度の判定基準 ( 重度 ) と同程度の障害の程度であ
　る者

・特別障害者手当認定診断書
・主治医などの障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

(2) 身体障害
者 (1級、2級 )
に準ずる

身体障害者の程度の等級表 (1 級、2 級 ) と同程度の障害の
程度である者

・主治医の障害者控除対象者判定用意見書
・身体障害者手帳にかかわる診断書・意見書
・特別障害者手当認定診断書
・身体障害者等級表

(3) 寝たきり
老人

6 カ月以上臥床し、介護保険法による「障害高齢者の日常生
活自立度 ( 寝たきり度 )」を判定基準とし、ランク B 及び C
に該当する者

・実態調査票
・障害者控除の申請にかかわる年の、介護保険法による要

介護認定にかかわる資料
・主治医などの障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

所 得 控 除 額
区　　分 所　得　税  住 　民　 税

特別障害者（同居） 40 万円（75 万円） 30 万円（53 万円）
障害者 27 万円 26 万円

■契約時期による保険料控除の取り扱いの違い

■障害者控除の認定基準など

■（参考）所得税・個人住民税における所得控除額

Ｈ 2 4 . 1 1 . 1 1 6Ｈ 2 4 . 1 1 . 11 7


